
1 介護職員等処遇改善加算について

令和7年度処遇改善加算についての情報公開

介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇改善を目的として、加算の算定額を上回る介護職員その他の職員の賃金
（基本給、手当、賞与等）の改善（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含む）を実施するもので
す。
当社では、処遇改善加算Ⅰ、Ⅱを算定しております。

2 キャリアパス要件・職場環境等要件について




